
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

　利用料金を減免できる場合は，別紙「利用料金の減免規程」のとおり
とする。

設定等年月日

標準処理期間 総日数　　即日

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日

参　考　事　項

平成２４年　８月　１日設定（令和　６年　２月　１日最終変更）

部 課 室 等 名 市民文化部　文化スポーツ振興課　体育施設担当

許 認 可 等 名

徳島市立体育館・徳島市立スポーツセンター・徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー体育館・徳島市陸上競技場・徳島市民吉野川運動広場・徳島市民島田
運動広場・徳島市民吉野川北岸運動広場・徳島市民勝浦川運動広場・徳
島市民城内庭球場・徳島市田宮公園プール・徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール・徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター舟艇施設・徳島市球技場の利用料金
の減免

根　拠　法　令 徳島市体育施設条例

標
準
処
理
期
間

平成２４年　８月　１日設定（令和　　年　　月　　日最終変更）

根　拠　条　項 第１０条

連　　絡　　先

公益財団法人徳島市体育振興公社
　徳島市立体育館　　　　　　　　　　　（電話６５４－５１８８）
　徳島市立スポーツセンター　　　　　　（電話６６５－５１７１）
　徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　　　（電話６６２－４５３５）
　徳島市陸上競技場　　　　　　　　　　（電話６３１－１４７７）
　徳島市民吉野川運動広場　　　　　　　（電話６５４－５１８８）
　徳島市民島田運動広場　　　　　　　　（電話６５４－５１８８）
　徳島市民吉野川北岸運動広場　　　　　（電話６６５－５１７１）
　徳島市民勝浦川運動広場　　　　　　　（電話６６２－４５３５）
　徳島市民城内庭球場　　　　　　　　　（電話６５４－５１８８）
　徳島市田宮公園プール　　　　　　　　（電話６５４－５１８８）
　徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センタープール　　　（電話６６２－４５３５）
　徳島市Ｂ＆Ｇ海洋センター舟艇施設　　（電話６６２－４５３５）
　徳島市球技場　　　　　　　　　　　　（電話６４４－１８８８）
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